
乳用牛群検定にかかる検定員用ハンディーターミナル 

および関連機器の貸与要領 

 

平成２４年１０月２３日付け２４改団Ａ第５３４号（電） 
平成２５年 ７月 １日付け２５家改事（電）第３８８号 
平成２８年 １月 ８日付け２７家改事（分）第９３６号 

平成２８年 ４月１２日付け２８家改事（分）第１７７号 
平成２９年 ４月１９日付け２９家改事（分）第１１８号 
平成３０年 ６月２２日付け３０家改事（分）第４２６号 

令和元年 ６月１４日付け元家改事（分）第３９５号 
令和３年 ６月２１日付け３家改事（分）第３２６号 
令和４年 ６月１７日付け４家改事（分）第３１７号 

令和５年１１月３０日付け５家改事（分）第８３０号 
令和６年 ７月２４日付け６家改事（分）第４８８号 
令和７年 ６月２４日付け７家改事（分）第３３１号 

令和８年  ６月１０日付け８家改事（分）第３０４号 
 

第１ 目 的 

 乳用牛群検定事業において検定員が使用するハンディータ－ミナルおよび関連機
器（以下、ハンディータ－ミナルとあわせて「ＨＴ」という。）は、事業の円滑な
実施のためには必要不可欠なものです。しかし、ＨＴの購入にかかる費用負担は、

各牛群検定組合にとって大きなものとなっています。そこで、家畜改良事業団（以
下「事業団」という。）においてＨＴを貸与し、各牛群検定組合の負担を軽減する
ことを目的とします。 

 
第２ ＨＴ貸与の対象者および方法 

乳用牛群検定事業にかかる事業実施主体又は乳用牛群検定組合（以下、事業実施

主体とあわせて「検定組合」という。）に貸与します。検定組合の代表者は、事業
団理事長と、ＨＴの貸与にかかる契約（別紙、以下「契約」という。）を交わすこ
ととします。 

 
第３ 貸与するＨＴおよび期間 
    （１）ＨＴ 

牛群検定で使用する第４のＨＴを、有償にて検定組合に貸与します。 
    （２）期 間 
        貸与期間は５年間とします。 

 
第４ ＨＴの使用料は年額とし、下記のとおりとします。 

（１）アルフ社製      Storm（LTE モデル）    １台  18,600 円 （税別） 

（２）アルフ社製      Storm（LTE なしモデル）１台  16,080 円 （税別） 

（３）セイコーインスツル社製 サーマルプリンタ（AC・バッテリー込み） 

                       １台 10,440 円 （税別） 

（４）三栄電機社製 サーマルプリンタ（AC・バッテリー込み） 

                                             １台  8,520 円 （税別） 

 ただし、それぞれ複数台を要する場合は、台数を乗じた価格とする 

 
第５ 年間使用料の支払い 

 毎年３月末日締めで年間使用料を事業団から請求しますので、同年５月末日まで

に支払いを完了させてください。 



第６ ＨＴ貸与の実施 
   （１）申 請 

 ＨＴの貸与を希望する検定組合は、別に定める期日までに「検定員用ハンディー

ターミナルおよび関連機器の貸与申請書」を事業団理事長に提出してください。 
   （２）契 約 
    事業団より契約書を送付します。捺印のうえ返送してください。 

   （３）ＨＴの貸与 
 契約の締結後、事業団が定める業者（以下「業者」という。）よりＨＴを送付し
ます。 

 
第７ ＨＴの管理 

検定組合は善良なる管理者としての注意義務をもってＨＴの管理に努めてくださ

い。また、ＨＴの管理および使用にかかる経費は検定組合が負担するものとします。 
 なお、貸与期間内に紛失したときは、検定組合に賠償の責が有するものとします。 

 

第８ 故 障  
ＨＴが故障した場合の修理は業者と検定組合間で別途有償により行います。ＨＴ

の送付が必要な場合の送料は発送する者の負担となります。ただし、メーカー保証

が適用になる故障の場合はこの限りではありません。 
 

第９ 終了後の無償譲渡 

      契約期間が終了した場合、貸与ＨＴを無償譲渡します。 
 
第 10 契約の中途解約 

本契約の中途解約を行う場合は、第４に定める価格に残りの契約年数を乗じた金
額を事業団に支払うものとします。なお、この場合は第９に定める契約の終了と同
様に、貸与ＨＴを無償譲渡します。 

 
第 11 賠 償 

第７による賠償は、第１０に準ずるものとします。 

 
第 12 支払いの遅延 

第５による期日を過ぎても、支払いが完了しない場合は、事業団は第１０により、

契約を中途解約することができるものとします。 
 
第 13 その他 

この要領に定めるもののほか、実施について必要な事項は事業団理事長が別に定
めます。 

 

 


